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『
広
島
県
史
』
　
近
世
資
料
編
皿

　
つ
い
さ
き
ご
ろ
、
　
『
広
島
県
史
』
の
第
四
冊
目

と
し
て
、
近
世
資
料
編
頂
が
刊
行
さ
れ
た
。
本
書

は
、
広
島
藩
の
藩
法
集
の
第
一
巻
で
あ
る
。

　
藩
法
史
料
に
つ
い
て
の
成
果
と
し
て
は
、
こ
れ

ま
で
、
京
都
大
学
法
学
部
か
ら
刊
行
さ
れ
た
『
近

世
藩
法
資
料
集
成
』
三
傭
と
、
藩
法
研
究
会
の
手

に
な
る
『
藩
法
集
』
が
あ
る
。
た
だ
、
こ
れ
ら
の

刊
行
本
の
内
容
は
、
い
ず
れ
も
い
わ
ゆ
る
晒
藩
時

代
に
、
大
名
の
手
に
よ
っ
て
集
成
さ
れ
た
成
本
を

翻
刻
し
た
も
の
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
。

　
そ
れ
に
た
い
し
、
　
『
広
島
県
史
』
資
料
編
阻
と

し
て
刊
行
さ
れ
た
本
書
は
、
解
説
の
な
か
で
編
纂

者
が
述
べ
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
、
藩
法
集
の
集
成

に
必
要
な
法
令
類
を
あ
つ
め
た
成
書
が
な
く
、
ま

た
県
史
近
批
資
料
編
と
い
う
制
約
の
な
か
で
時
間

的
に
藩
法
令
の
集
大
成
が
可
能
か
否
か
、
さ
ら
に

は
、
藩
法
集
の
収
録
基
準
の
設
定
に
関
す
る
点
等

の
多
く
の
問
題
を
含
み
な
が
ら
も
、
幕
藩
体
制
の

支
配
原
理
、
そ
の
構
造
的
特
質
お
よ
び
藩
体
制
の

成
立
・
響
胴
・
解
体
を
開
ら
か
に
し
、
他
方
で
近

世
社
会
に
お
け
る
経
済
生
活
や
、
社
会
組
織
・
風

俗
・
習
慣
等
の
多
方
薗
に
わ
た
る
実
生
活
の
様
相

を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
薪
ら
た
に
編
纂
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
。
祭
の
内
外
に
散
在
す
る
様
々
な
、

し
か
も
昼
鳶
な
史
料
・
記
録
の
中
か
ら
、
藩
法
を

収
集
し
撰
択
す
る
と
い
う
藩
法
集
の
編
集
は
、
多

大
な
暗
間
と
精
緻
な
神
経
を
要
す
る
仕
事
で
あ
っ

た
ろ
う
と
推
察
さ
れ
る
。
こ
の
点
が
本
書
の
第
一

の
特
徴
で
あ
る
。

　
本
書
は
、
広
島
藩
と
そ
の
支
藩
の
藩
法
令
を
集

成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
時
期
的
に
は
、
福
島

正
劉
の
広
島
入
部
の
年
で
あ
る
慶
長
五
年
か
ら
、

元
和
五
年
の
福
島
正
劉
の
改
易
、
浅
野
長
晟
の
紀

伊
和
歌
山
か
ら
の
転
封
を
経
、
享
和
三
年
ま
で
を

対
象
と
し
、
編
年
順
に
配
列
さ
れ
て
い
る
。

　
本
書
に
蚊
録
さ
れ
て
い
る
藩
法
令
は
、
一
一
〇

四
通
に
お
よ
ん
で
い
る
。
い
ま
、
そ
の
一
つ
一
つ

を
紹
介
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
内
容
の
若
干

に
つ
い
て
述
べ
て
お
こ
う
。
慶
長
五
年
か
ら
元
和

五
年
に
わ
た
る
福
島
氏
時
代
の
藩
法
と
し
て
は
、

四
点
が
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
慶
長
六
年
十
月
の

禰
島
丹
波
地
方
支
配
に
つ
き
引
野
村
へ
申
渡
す
条

穣
を
除
く
と
、
残
る
三
通
は
、
福
島
正
則
改
易
に

関
す
る
幕
令
で
あ
る
。
浅
野
氏
誌
代
の
広
島
藩
の

藩
法
は
、
歴
代
藩
主
の
事
蹟
を
編
纂
し
た
「
済
美

録
」
や
『
芸
藩
志
拾
遺
』
、
ま
た
地
方
の
成
書
で

あ
る
『
青
枯
集
』
・
「
安
芸
風
土
記
」
・
「
賀
茂
郡
覚

書
」
、
あ
る
い
は
「
鶴
亭
日
記
」
・
「
春
水
日
記
」

な
ど
に
お
さ
め
ら
れ
た
触
書
を
中
核
と
し
て
い
る
。

殊
に
、
初
期
の
法
令
は
蔚
者
二
老
に
よ
っ
て
い
る
。

こ
の
外
、
天
和
・
元
禄
期
以
降
に
つ
い
て
は
、
県

内
各
所
に
伝
存
さ
れ
て
い
る
藩
法
を
収
め
た
記
録
、

た
と
え
ば
、
　
「
竹
原
下
市
町
覚
書
」
　
（
天
和
二
年

～
）
や
広
島
「
堀
川
町
覚
書
」
（
元
禄
十
四
年
～
）

等
に
よ
っ
て
補
充
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
史
料
解
読
の
参
考
と
し
て
、
適
宜
補
注
が

本
文
末
尾
に
付
さ
れ
て
い
る
点
は
、
こ
の
藩
法
集

を
利
用
す
る
も
の
に
、
大
き
な
便
宜
を
与
え
て
く

れ
て
い
る
。
な
お
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
本

書
藩
法
集
第
一
巻
に
は
、
広
島
藩
法
の
享
和
三
年

ま
で
の
分
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
単
果
の

広
島
藩
の
藩
法
お
よ
び
編
山
藩
藩
法
集
の
続
刊
に

期
待
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
な
お
、
本
書
は
す
で
に
品
切
と
の
こ
と
で
あ
る

が
、
ぜ
ひ
増
刷
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
す
る
。
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